
 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 配湯に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

温泉課 

個人情報ファイルの利用目的 配湯の種別及び区分を確認するため 

記録項目 氏名、住所、電話番号 

記録範囲 温泉使用者、送湯施設使用者、契約源泉所有者 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】62-02-000001 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 温泉使用料金計算システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

温泉課 

個人情報ファイルの利用目的 温泉使用料金を確認するため 

記録項目 氏名、住所、電話番号 

記録範囲 温泉使用者、送湯施設使用者、契約源泉所有者 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】62-02-000002 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 温泉買上に関する事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

温泉課 

個人情報ファイルの利用目的 送湯施設に流入する温泉を買い上げるため 

記録項目 氏名、住所、口座情報 

記録範囲 契約源泉所有者 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】62-02-000003 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公認業者・責任技術者登録事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

温泉課 

個人情報ファイルの利用目的 
給湯装置の工事を行う公認業者・責任技術者の決定及

び登録名簿を管理するため 

記録項目 氏名、住所、電話番号、法人代表者氏名 

記録範囲 温泉工事公認業者、温泉工事責任技術者 

記録情報の収集方法 本人からの提出書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】62-02-000004 

【最 終 更 新 日】令和８年４月１日 

 


